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SAPお客様紹介プログラム参加の要件

• 日本において法人として登録された事業体
であり、一定以上の信用基準を満たしている
こと

• 本プログラムに使用するすべての電子メール
アドレスが、法人の電子メールアドレスである
こと

• 政府機関または公共機関（地方自治体、保健、
教育関係を含む） ではないこと、あるいはそ
れらの政府機関または公共機関の代理とし
て業務に従事する者でないこと

※ 1　案件紹介報奨よりも手厚い報奨をご提供します

SAPお客様紹介プログラム  概要と特徴

このプログラムは、SAPパートナーに限らず、
あらゆる企業を対象とし、お客様を紹介いただ
いたり、あるいは一定の協業支援活動を行って
頂き、その商談が成立した場合に報奨をご提供
するものです。

このプログラムの特典の一つは、案件紹介です。
SAPに、新しいお客様をご紹介いただき、受注
した場合に報奨をご提供致します。案件紹介
報奨の場合には、SAPソフトウェアについての
専門知識や、SAPとの協業営業活動は必要あ
りません。

もうひとつは、協業報奨です。SAPパートナー
をはじめ、商談の成立にご支援をいただける企
業に、SAPとの協業活動を通じ一定の営業支
援を実施いただきます。この場合も、ソフトウェ
アライセンスの販売が成立したとき、報奨が提
供されます。

SAPお客様紹介プログラムメンバー

SAPお客様紹介プログラムのメンバーになって
いただくと、本プログラムの運用ツールとして、
毎日24 時間アクセス可能なオンラインポータ
ルが利用できます。

案件紹介報奨の場合、SAP のソフトウェア販
売やプロジェクトの実施を行わなくても、お客
様紹介メンバーとしての一定の報奨を得ること
ができます。したがって、この場合はSAPソフ
トウェアについての専門知識が要求されること
はありません。メンバーにとって必要なことは、
ご自分のお客様の基本的な要求事項を理解して、
SAPにお知らせいただくことのみとなります。

ソリューションプロバイダー、ビジネスコンサル
ティング会社、 IT コンサルティング会社、ハー
ドウェア販売代理店、会計士事務所、金融機関
を含め、エンドユーザのビジネスを支援するあ
らゆる企業が、SAPお客様紹介プログラムのメ
ンバーになっていただくことができます。つまり、
SAP との認定パートナー契約を結んでいる、
いないに関わらず、SAPお客様紹介メンバーに
なって頂くことが可能なのです。

必要な条件は、日本の民間企業であることと、
一定の信用基準を満たしていることです。ただし、
主要な業務が案件仲介業務である場合は、メン
バーとして認められません。オンラインで提供
される SAPお客様紹介プログラムの条件を、
メンバー候補の企業が確認 j、承諾することで、
SAP は、その会社がこれらの前提条件を満た
しているとみなし、審査に入ります。

 
SAPお客様紹介プログラムの種類

このお客様紹介プログラムは、下記 2種類
の報奨プログラムをご提供します。

案件紹介報奨プログラム 
• 新規の顧客または案件を SAP に紹介して
いただくプログラム

協業報奨プログラム 
• 販売のサイクルの中で主要な役割を果たし
ていただき、その商談を受注に導くまで 
SAPと協力していただくプログラム※1　

なお、自社内での使用のための購入、な
らびに、自社の関連会社、姉妹会社、親
会社、子会社の案件は対象になりません。



プログラム担当者について

SAPお客様紹介プログラムのメンバーとしてプ
ログラムをご利用頂くためには、企業内でプロ
グラム担当者を選出し、メンバー加入申し込み
WEBサイトより必要な情報を入力し、登録申
請を行います。プログラム担当者の主要な役割
は次のとおりです。

• プログラム担当者は、このプログラムに関す
る SAP 間との連絡の担当窓口であり、指名
された代表者です。

• プログラム担当者は、会社の代表として、本
プログラムに対する権限を有します。

• プログラム担当者は、社内から提供された紹
介情報をSAP に提供いただく前に審査する
義務あります。 

• プログラム担当者はプログラムの種類の選択
や報奨金の社内処理を担当します。

SAP が申請を受け取り審査した後、承認され
ると、SAPお客様紹介プログラム用ポータルへ
アクセスできるユーザー ID とパスワードが、プ
ログラム担当者に送られます。なお、SAP認定
パートナーは、現在お持ちの S-User ID とパ
スワードが使用できます。

対象となるお客様

SAPお客様紹介プログラムのメンバーが、日々、
お客様と接する中に、このプログラムを活用し、
報奨金を得るチャンスがあります。例えば、お知
り合いの企業が、以下の例に当てはまる場合、チャ
ンスがあるかも知れません。

• 既存のアプリケーションから新しいソフトウェア
ソリューションに移行したいと考えている企業

• ビジネスソフトウェアをまだ導入していない
企業

• 既存のソリューションが自社のニーズを満た
していないことを認識している企業

• 合併によって、統合ビジネスソフトウェアシス
テムを必要としている企業

案件の登録 

顧客と会話し情報を収集した後に、顧客の承諾
のもと、その案件を SAPお客様紹介プログラ
ム用のポータルから登録してください。 
登録方法は、SAPお客様紹介プログラムの画
面のリンクから、案件登録ページに移動し必要
情報を入力します。プログラム担当者 は自社内
担当者が提供したすべての紹介情報の内容を、
必ず確認した後、登録するようにしてください。

報奨プロセス

登録された案件が成約し、ライセンス契約が調印
されると、プログラムのメンバーは、その案件にお
けるSAP のソフトウェアライセンスの収入の一
定割合を成功報奨として受け取ることができます。

SAPお客様紹介プログラムの特徴

• お客さま紹介または協業営業に対
する報奨

• セキュアなオンラインポータルから

案件を簡単に登録
• メンバーシップ無料
• 専門知識不要（案件紹介報奨の場合）

 プログラム担当者がWEBより参加申請し、SAP が承諾する

プログラム担当者がWEBより案件を SAP に申請する

紹介された案件を SAP が承認する

紹介された案件が成約する　（協業報奨の場合は、協業活動により）

プログラムガイドの条件に従って成約報奨の支払いを受ける

ご登録から報奨までのSAPお客様紹介プログラムの流れ
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